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久留米市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の概要 

（平成２８年度策定、令和４年３月改定） 

１．計画前期（H２８年度～R２年度）の総括と課題 

 

■主な取組み状況 

・学校や地域での３R 学習会・生ごみリサイクル講習会、環境交流プラザの活用、民間リユースシ 

ョップの紹介など市民等への周知啓発を図りました。 

・食品ロスの削減に向け、市内の食品ロスの排出実態調査や、小売店と協働で消費者にすぐ食べる

時は商品棚の手前にある商品からの購入を促す「てまえどりキャンペーン」等を実施しました。 

・LINE アプリでのごみ分別案内や環境啓発動画の作成など、IT を活用した新たな啓発を行いまし

た。 

■課題 

・今後、近年社会的な問題として提起されている「脱プラスチック」や「食品ロス削減」、「脱温暖

化」をテーマとした事業の充実が必要です。 

 

（１）ごみの発生抑制と資源循環に向けた取組み 

 

■主な取組み状況 

・城島・三潴地域の分別区分を久留米地域に統一、宮ノ陣クリーンセンターの稼働、家庭ごみ収集

運搬の車両体制見直しなどを行いました。 

■課題 

・令和４年度末の甘木・朝倉・三井環境施設組合からの脱退に向けた北野地域の分別収集体制の変

更、経年劣化等による処理能力の低下が懸念される上津クリーンセンターの建替えなど、新たな

ごみ処理体制の構築が必要となっています。 

 

 

（２）循環型社会に対応した適正なごみ処理体制の確立 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第６条第１項の規定に基づき、平成２８年４月に「久留米

市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（計画期間：H２８年度～R７年度）を策定しました。策定から

５年が経過したことから、計画前期の総括を行うとともに、ごみを取り巻く国内外の社会情勢の変

化を踏まえ、中間見直しを行いました。 
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項目 初年度 

（平成 28 年度） 

中間期 

（令和２年度） 

目標年度 

（令和７年度） 

市民一人一日 

当たりの排出量 

目標値 － 943ｇ以下 888ｇ以下 

実績 908ｇ 900ｇ － 

うち家庭系ごみ市民 

一人一日当たりの排出量 

目標値 － 611ｇ以下 575ｇ以下 

実績 594ｇ 615ｇ － 

リサイクル率 目標値 － 23％以上 24％以上 

実績 22.5％ 22.7％ － 

 中間目標（令和２年度）における、一人一日当たりのごみ排出量及びリサイクル率につ

いては次の表のとおりです。 

一人一日当たりのごみ排出量９００ｇで、本計画で定める中間目標値９４３ｇ以下を達

成しています。しかし、一人一日当たりのごみ排出量のうち、家庭ごみの排出量は６１５

ｇで中間目標値６１１ｇ以下を達成していません。また、リサイクル率は 22.7％で、中間

目標値 23％以上を 0.3 ポイント下回っています。 

 

２．目標の達成状況 

※網掛け部分は目標未達成 
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福岡県平均

 平成２２年度以降の一人一日当たりのごみ排出量は、次のグラフのとおりです。久留米市

は、令和元年度を除き全国や福岡県平均値より少ない傾向にありますが、目標達成に向けて

は、更なる排出抑制・減量化、再資源化に努める必要があります。 
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上津クリーンセンターの建替え後の稼働を令和１０年度に予定していることや、田主丸地域

は令和９年度末にうきは久留米環境施設組合からの脱退を目指していることから、本計画の計

画期間を２年間延長します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.中間見直しの主なポイント 

（１）計画期間の延長 

 

過去のごみ排出量の実績をもとに、本計画の計画期限である令和９年度までのごみ排出量を

再推計しました。また、一人一日当たりのごみ排出量は中間目標値を達成しているため、更な

る削減を目指し変更します。リサイクル率は中間目標値を達成していないため、目標値を据え

置きます。 

（２）ごみ排出量推計と数値目標の変更 
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一人一日当たりのごみ排出量 家庭系ごみ排出量

見直し推計値 一人一日当たりのごみ排出量目標値

家庭系ごみ排出量目標値

実績  推計

 計

  

計画期間 
令和 7 年度までの 

１０年間 

令和 9 年度までの 

12 年間 

令和９年度８８６ｇ以下 

（うち家庭系５７４ｇ以下） 

２４％以上 

市民一人一日 

当たりのごみ排出量 

令和 7 年度８８８ｇ以下 

（うち家庭系５７５ｇ以下） 

リサイクル率 ２４％以上 

目標値 目標値 
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北野地域は、令和４年度末に甘木・朝倉・三井環境施設組合を脱退するため、ごみの排出

方法等を久留米・城島・三潴地域と統一することを明記します。 

（３）北野地域の分別収集と処理制度の変更 

  

現在の上津クリーンセンターは、稼働開始から約３０年が経過し、経年劣化等による処理

能力の低下が懸念されているため、令和１０年度中の稼動を目途に建替えを進めることを明

記します。 

（４）上津クリーンセンターの建替え 

 

持続可能な循環型社会の構築に向け、近年の廃棄物を取り巻く国内外の情勢の変化を踏

まえ、本計画に反映します。 

 

（５）国際・国内情勢等への対応 

 

 

国は、食品ロスの削減を総合的に推進

することを目的に「食品ロスの削減の

推進に関する法律」が制定しました。

国、地方公共団体、事業者、消費者等

の多様な主体が連携し、国民運動とし

て食品ロス削減を推進するために

様々な施策が求められています。 

食品ロスの削減 
海洋プラスチックごみによる環境破壊

の抑制と資源の有効活用を図るため、国

は「プラスチック資源循環戦略」の策定

や、プラスチックごみを減らし循環利用

を促す「プラスチックに係る資源循環の

促進に関する法律」等を制定しました。 

国内でも、「脱プラスチック」に向けた

動きがこれまで以上に加速しています。 

 

脱プラスチックの動き 

本計画に関連するゴール（大きな目

標）を達成するためのターゲット（目

標）には、小売・消費レベルにおける

食糧の廃棄を半減させることや、廃棄

物の発生防止や再生利用等により、廃

棄物の発生を大幅に削減することな

どが示されています。 

持続可能な開発目標 SDGｓ 

【本計画に関連する SDGｓ】 
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４．ごみ処理基本計画の体系図 

 

環境基本計画 基本目標 

循環型社会の構築 

基本方針 

ごみの適正処理 

○リデュースの推進 

 

○リユースの推進 

 

○リサイクルの推進 

 

○環境啓発・学習の推進 

 

○市民や事業者との協働による 

 ごみ減量の取組み 

○分別の徹底 

 

○効率的で安定した収集

運搬体制の確立 

 

○安全で適正な中間処理

及び最終処分 

 

○災害時広域連携の推進 

○中間処理施設の整備・運 

営及び最終処分場の運営 

 

○施設の安全監視の推進 

 

○制度統一に向けた取組の 

推進 

主な施策 

市 

 
市民 

 

 
 事業者 

 

○ごみの発生抑制と資源循環に向けた取組みの推進 

○循環型社会に対応した適正なごみ処理体制の確立 

協働での取組み 

○ 市民一人一日当たりの排出量８８６グラム以下 

うち家庭系ごみの一人一日当たりの排出量５７４グラム以下 

○ リサイクル率 2４パーセント以上 

目標値 

（Ｒ９年度） 

安定的なごみ処理 

施設の運営・整備 
２R+R の推進 

 本計画の上位計画である「久留米市新総合計画（第４次基本計画）」に掲げる「低炭素・

循環型社会の構築」及び「第三次久留米市環境基本計画」に掲げる「循環型社会の構築」に

向けて、以下の２つを基本方針として施策を推進していきます。 
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①生ごみ減量化の促進

ごみの適正処理

(2)効率的で安定した収集運搬
    体制の確立

(1)中間処理施設の整備・運営
    及び最終処分場の運営

安定的なごみ処理施設の
運営・整備

施策1 (1)リデュースの推進

(2)リユースの推進

(3)リサイクルの推進

施策2 (1)分別の徹底

②有料指定袋制度の運用

①リサイクル推進の取組み

②使用済プラスチック製品の回収

③排出事業者への指導強化と減量意識の向上

２R（発生抑制・再使用）

+R（再資源化）

⑤脱プラスチックの取組み

(3)制度統一に向けた取組みの推進

①中間処理施設の２ヶ所体制での運営管理

③上津クリーンセンターの建替え

④リサイクル処理施設の運営

②ごみの焼却による余熱の有効利用の推進

(4)災害時広域連携の推進

(2)施設の安全監視の推進

施策3

(5）市民や事業者との協働による

　　ごみ減量の取組み

④最終処分場の運営

④食品ロスの削減

(4)環境啓発・学習の推進

(3)安全で適正な中間処理

　 及び最終処分

５．施策の体系 
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◆久留米・城島・三潴地域（令和５年度から北野地域も同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●粗大ごみ 

◇可燃性粗大 

◇金属性粗大 

◇不燃性粗大 

●可燃ごみ 

●資源物 

◇ペットボトル 

◇空ビン（3種類） 

◇空カン 

●不燃ごみ 

杉谷埋立地 

 

 

リサイクル棟 

金属類 

飛 灰 

不燃残渣等 

主 灰 

焼却施設 

飛 灰 

◇剪定枝 

◇機密文書 

剪定枝リサイクル施設 

機密文書リサイクル施設 

〈再商品化〉 

畜産農家に売却 

売  却 

【宮ノ陣クリーンセンター】 

【上津クリーンセンター】 

セメント工場 

主 灰 

◇小金属・小型家電 鉄、アルミニウム：売却 

●有害ごみ（蛍光管、乾電池 等） 

◇容器包装プラスチック 

（一部） 

空カン選別施設 

蛍光管、乾電池 

小金属・小型家電 

貯留施設 

ペットボトル・容器包装プラスチック 

自動圧縮梱包施設 

空ビン貯留施設 

〈再商品化〉 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯ

ｸ、ビン類：指定法人へ 

小型家電（レアメタル）：売却 

焼却施設 

（破砕選別処理施設含む） 

〈資源化〉 

６．ごみ処理の流れ 
 

※資原物のうち民間施設へ直接搬入さ

れる古紙・古布及び集団回収は除く 

久留米市域内のごみ処理の流れは以下のとおりです。 
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<再商品化> 

ペットボトル 

  

指定法人へ 

 

その他の資源 

  

民間業者へ 

 

ごみ燃料化施設 

（RDF化処理） 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクルプラザ 

（破砕・選別処理） 

 

 

◆田主丸地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【うきは久留米環境施設組合】（耳納クリーンステーション） 

●資源物 

◇ペットボトル 

◇容器包装プラスチック 

□ 

◇空カン（ｱﾙﾐ･ｽﾁｰﾙ） 

●可燃ごみ 

※資原物のうち直接搬入の古紙・古布

及び集団回収は除く 

◇空ビン（3種） 

◇陶磁器類 

◇その他のビン・ガラス類 

◇乾電池類 

固形燃料（RDF） 
発 電 所 

●粗大ごみ 

◇その他の金属類 

◇危険ごみ 

◇有害ごみ 

◇その他の資源物 

【宮ノ陣クリーンセンター】 

●資源物 

◇小型家電 小型家電（レアメタル）：売却 

 

小金属・小型家電

貯留施設 

〈再商品化〉 

●資源物 

◇特定品目 

※処理困難物（小型） 

例）ブロック、レンガ等 

※処理困難物（大型） 

例）タイヤ、焼却炉等 

※条件解除 

例）畳、じゅうたん等 

杉谷埋立地 

 不燃残渣等 

主 灰 

飛 灰 

セメント工場 

リサイクル棟 

焼却施設 

（破砕選別処理施設含む） 

小金属・小型家電 

貯留施設 

◇その他のプラスチック 

□ 
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<再商品化> 

ビン類、ペットボトル 

容器包装プラスチック 

  

指定法人へ 

 

その他の資原物 

  

 民間業者へ 

トレイ選別施設 

 

ごみ処理施設 

（ガス化溶融処理） 

 

 

リサイクルプラザ 

（破砕・選別処理） 

   （選別・圧縮処理） 

     （保管） 

 

◆北野地域（令和４年度まで） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【甘木・朝倉・三井環境施設組合】（サン・ポート） 

●資源物 

◇ペットボトル 

◇容器包装プラスチック 

◇空カン 

●粗大ごみ 

◇不燃性粗大ごみ 

飛灰 

●可燃ごみ 

◇トレイ 

※資原物のうち直接搬入の古紙・古布

及び集団回収は除く 

◇空ビン 

◇硬金属類 

◇雑物 

◇有害ごみ 

◇可燃燃性粗大ごみ 

メタル・スラグ 

民

間

事

業

者

で

再

資

源

化 

【宮ノ陣クリーンセンター】 

リサイクル棟 

焼却施設 

（破砕選別処理施設含む） 杉谷埋立地 

 

不燃残渣等 

主 灰 

飛 灰 

セメント工場 

※処理困難物 

例）タイヤ 

焼却炉等 

 

 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ、容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

自動圧縮梱包施設 
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７．計画の推進体制 

 本計画は、市民、事業者、市がごみ発生の責任者として、それぞれが排出抑制・分別リサ

イクル・適正処理の役割を理解した上で連携・協力し、計画の実現に向け進行管理を行いま

す。 

  

市民は、日常生活で、ごみの発生抑制や分別の徹底など身近にできることを実践し、ごみ

減量・再使用・リサイクルに努めます。また、ごみの発生抑制、再使用及びリサイクルを中

心とした環境学習等の活動に積極的に参画します。 

  

  

事業者は、事業活動がごみ排出に影響を与えていることを認識し、ごみの発生抑制と再使

用・リサイクルの取組みを進め、ごみの適正排出に努めます。また、拡大生産者責任のもと、

商品・製品の流通・販売に係る廃棄物の店頭回収などでの自主回収と再使用を推進します。 

  

（１）市民の役割 

（２）事業者の役割 

  

本計画の推進に向けて、市民・事業者の自主的な取組みを促進するため、積極的に支援す

るとともに、ごみ減量・再使用・リサイクルに関する施策や安全かつ安定的なごみ処理を適

正に実施します。また、市自らが事業者として、ごみ減量・再使用・リサイクルに関する行

動を率先して実行していきます。 

 

  

（３）市の役割 


